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内部通報規程 

 

２０２４年４月１日施行 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本規程は、電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）及び本機

関役職員等についての、法令に違反する行為若しくは中立性を逸脱する行為、

又はそれらのおそれのある行為に関する内部通報への適正な対応の仕組みを定

めることにより、早期発見と是正を図り、本機関のミッションを達成するため

に健全で活力のある職務環境を増進することを目的とする。 

 

（用語） 

第２条 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定め

るところによる。 

一 「役職員等」とは、本機関の役職員並びに派遣社員及び本機関の業務委託

先従業員のうち本機関に常駐する者をいう。 

二 「退職者」とは、退職日が当該通報の日前一年以内である者が該当する。

なお、退任した役員は「退職者」に含まれない。 

三 「通報」とは、内部通報制度を利用するために、役職員等及び退職者が通

報対象行為を窓口に知らせることをいう。 

四 「通報対象行為」とは、法令に違反する行為若しくは本機関の中立性を逸

脱する行為、又はそれらのおそれのある行為をいう。 

五 「窓口」とは、内部通報を受け付けるための通報窓口をいう。 

六 「窓口担当者」とは、通報窓口において通報を受け付ける者をいう。 

七 「通報者」とは、窓口に対して通報を行った者をいう。 

八 「被通報者」とは、通報対象行為を行い、又は行おうとしているとして通

報された者をいう。 

九 「通報対応業務」とは、通報を受け、当該通報に係る対象事案の調査を行

い、その是正に必要な措置を講ずるなど、通報に対応する一連の業務をい

う。 

十 「対象事案」とは、窓口に対して通報が行われた通報対象行為をいう。 

十一 「従事者」とは、通報対応業務に従事する者をいう。 

十二 「調査協力者」とは、調査過程における必要かつ適切な場合に、従事者

以外に対象事案に関する調査に関与する者をいう。 

十三 「処分等」とは、法令や本機関就業規則が定める処分に限らず、口頭で

の指導や注意等を含む一切の措置をいう。 
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十四 「不利益な取扱い」とは、解雇、懲戒処分、降格、減給、不利益な配

転・出向・転籍、退職勧奨、更新拒否、損害賠償請求、嫌がらせ、退職金等

における不利益な取扱い、その他の一切の不利益な取扱いをいう。 

十五 「是正措置」とは、処分等及び再発防止策をいう。 

十六 「範囲外共有」とは、通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超

えて共有する行為をいう。なお、必要最小限の範囲とは、通報対応業務の遂

行に当たり、通報者を特定させる事項の共有が必要となる最小限の範囲をい

う。 

 

第２章 内部通報体制 

 

（内部通報体制） 

第３条 本機関は、通報に適切に対応するための体制を整備し、総務担当理事は

責任者としてこれを総括する。通報受付以降、対象事案に関して適時適切に責

任者へ状況報告され、責任者は一連の状況を監督し、状況に応じて必要な指示

をする。 

２ 総務部は、内部通報制度の運用を担い、必要に応じて本規程に基づく制度の

整備、役職員等に対する研修の実施など適切な方法による周知徹底等に取り組

む。 

３ 監査室は、通報を受け付け、調査を実施する。また、対象事案の対応が完了

した後、是正措置の効果、通報者保護状況、内部通報制度の運用状況等につい

て適宜モニタリングを実施し、必要に応じて改善を提案する。 

４ 事務局長は、調査の結果を受け、その責任において、処分等の要否を判断

し、必要に応じて理事会に付議するとともに、対象事案に関連する部等に対し

て再発防止策を策定及び執行させる。 

５ 従事者は、事務局長、総務部長、総務部業務グループマネージャー、監査室

長、監査室マネージャーとする。 

 

（窓口及び通報者の範囲） 

第４条 通報を受け付ける窓口を監査室に設置する。 

２ 通報者の範囲は、役職員等及び退職者とする。 

３ 通報者は、匿名であっても窓口を利用することができる。 

 

（通報の方法） 

第５条 通報対象行為に関する通報の方法は、電子メール又は電話とし、電子メ

ールアドレス及び電話番号は別に定めて役職員等に周知する。 
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（範囲外共有の防止を含めた情報管理） 

第６条 通報対応業務において、氏名及び職員番号等を含め通報者及び調査協力

者を特定させる情報は、必要最小限の範囲を超えて共有されず、また、通報者

及び調査協力者が予め明示的に同意した場合又はその他正当な理由がある場合

を除き、当該情報は共有されないものとする。 

２ 対象事案に関する調査により得られた情報は、総務担当理事、従事者、是正

措置の検討に関与する部等及び必要に応じて顧問弁護士等必要最小限に共有さ

れるものとする。 

 

（通報の受付） 

第 7条 窓口は、通報対象行為に相当するものを受け付ける。 

 

（通報の受理） 

第８条 窓口で通報対象行為に相当するものを受け付けた後、総務担当理事及び

従事者は当該通報に関して調査等を行う必要性を検討し、遅滞なく通報受理の

是非を判断する。 

２ 窓口担当者は、連絡先の分からない場合を除いて、通報受理の是非を判断し

た結果を、通報者に通知する。 

 

（調査） 

第９条 通報を受理された対象事案については、十分な理由がある場合を除き、

必要な調査を実施しなければならない。 

２ 監査室が調査を担い、必要かつ適切な場合に関連する部等が調査に協力す

る。また、必要に応じ、顧問弁護士等に相談する。 

３ 被通報者は、調査を受ける場合には、これに誠実に応じなければならず、虚

偽を述べてはならない。 

４ 窓口担当者は、連絡先の分からない場合を除き、通報者に対して、対象事案

に関する調査の開始について、被通報者及び調査協力者の信用、名誉、プライ

バシー等に配慮して通知する。 

 

（是正措置） 

第１０条 調査の結果、通報対象行為が明らかになった場合には、事務局長は、

自らの責任において、対象事案に関連する部等の長に対し、是正措置を講ずる

よう指示しなければならない。 

２ 窓口担当者は、連絡先の分からない場合を除き、通報者に対して、対象事案

に関する調査の結果を合わせ、是正措置について、被通報者及び調査協力者の

信用、名誉、プライバシー等に配慮して通知する。 
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（理事会への報告） 

第１１条 総務担当理事は、対象事案の対応完了後、理事会に報告する。なお、

処分や再発防止等の是正措置については、事務局長に対し、理事会に報告するよ

う求めることができる。 

２ 前項の報告は、第３章に定める通報者等の保護を遵守するとともに、通報に

関する個人情報の保護並びに適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名

誉及びプライバシー等の保護に支障が生じない範囲のものとする。 

 

（対象事案のモニタリング） 

第１２条 監査室は、是正措置の効果、通報者保護状況、本制度の運用状況等に

ついて適宜モニタリングを実施し、必要に応じて改善を提案する。 

 

（資料保管） 

第１３条 通報への対応に関する資料は、無期限で保管するものとし、その方法

は、文書管理規程及び情報管理規程に基づく適切なものとする。 

 

（協力業務） 

第１４条 役職員等は、調査に協力を求められた場合には、正当な理由がある場

合を除き、協力しなければならず、また、調査を妨害してはならない。また、

本機関及び役職員等は、調査に協力した者に対して、対象事案に関する調査に

協力したことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。 

 

（利益相反の回避） 

第１５条 役職員等は、次のいずれかに該当する場合には、通報対応業務に関与

することはできない。 

 （１）対象事案に関係する者 

 （２）調査や是正措置の結果により実質的に利益または不利益を受ける者 

 （３）調査や是正措置の検討や実施を阻害しうる者 

 

第３章 通報者等の保護 

 

（通報者等の保護） 

第１６条 本機関及び役職員等は、通報者に対して、通報したことを理由とし

て、不利益な取扱いを行ってはならない。 

２ 監査室は、対象事案の通報受付けから対応完了に至るまで、又は対応完了後

において、連絡先の分からない場合を除き、通報者及び調査協力者に対して、

通報したことを理由として、不利益な取扱いを受けているか否かを適宜確認す

る。 
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（探索の禁止） 

第１７条 役職員等は、通報者が誰であるか、対象事案に関する調査に協力した

者が誰であるかを探索してはならない。 

 

（秘密保持） 

第１８条 役職員等は、本規程に定める場合のほか、業務上必要な場合等の正当

な理由がない限り、対象事案に関する情報を開示してはならず、当該情報につ

いて秘密を保持しなければならない。 

２ 役職員等は、業務上必要な場合等の正当な理由がない限り、対象事案に関す

る情報を目的外に使用してはならない。 

 

第４章 その他 

 

（不正の目的による通報の禁止） 

第１９条 役職員等は、虚偽の通報又は相談や、他人を誹謗中傷する目的の通報

又はその他の不正の目的に通報を行ってはならない。 

 

（処分等） 

第２０条 対象事案に関し、通報対象行為が明らかになった場合には、本機関は

関与した者に対して、処分等の必要な措置を講ずる。 

２ 本規程の違反行為が明らかになった場合には、本機関は、当該行為を行った

者に対して、処分等の必要な措置を講ずる。 

 

（周知・教育） 

第２１条 本機関は役職員等に対して、内部通報制度の理解、本規程の遵守、対

象事案の再発防止等を目的とした、周知及び研修を行うものとする。 

 

（実績公表） 

第２２条 本機関は、通報に関する秘密保持、個人情報保護、適正な業務遂行、

利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障のない範囲で、

窓口の運用実績について役職員等及び機関外に対して、ホームページ等で公表

するものとする。 

 

附則 

 

（施行期日） 

この規程は、２０２４年４月１日から施行する。 


